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問合せ先　□市市民窓口グループ　医療担当　☎52－1111（内線227）

お し ら せ

●新しい保険証は住所地へ郵送します。
７月中旬から下旬にかけて簡易書留郵便で送付します。
・簡易書留郵便は、受け取るとき押印または署名が必要です。
・配達時に不在のときは郵便受けに「郵便物お預かりのお知らせ」が入りますので、郵便局に連絡をして
受け取ってください。

・郵便局で「郵便物お預かりのお知らせ」に記載のある期間までに受け取りができない場合は、市役所（市
民窓口グループ）での受け取りになります。

・詳しくは問い合わせてください。

●「青色」の古い保険証は…。
有効期限（７月31日（月））を過ぎた保険証は使用できません。
市役所に返却もしくは処分（注）してください。
（注）処分する場合は、細かく裁断するなど、個人情報の取扱いに注
意してください。

高齢受給者証 高額療養費
限度額適用認定証
限度額適用・標準負担額減額認定証

問合せ先　□市市民窓口グループ　国民健康保険担当　☎52－1111（内線219・261）

７５歳以上の方へ

高齢受給者証は、70歳から74歳の方に交付さ
れます。病院などの窓口で支払う一部負担金の割合
が記載された、被保険者証とあわせて使用する証で
す。
現在お持ちの高齢受給者証の有効期限は７月31

日（月）です。新しい受給者証は、７月末日までに自
宅へ郵送します。更新の手続きは必要ありません。
８月１日（火）以降に病院を受診する場合は、新し

い受給者証を提示してください。
※４月よりカード型の高齢受給者証を発行していま
す。これまではがきサイズの高齢受給者証を利用
していた方も含め、今回の更新より、すべての方
へカード型の高齢受給者証をお送りします。

※新しい受給者証は、肌色です。
◆古い受給者証は返却してください。
古い受給者証は、８月31日（木）までに郵送か、
通知文に記載されている施設の回収箱または直接市
民窓口グループへ返却してください。

70歳未満の方が医療機関にかかり、窓口での支
払い額が高額となる場合に、限度額適用認定証など
を提示することで世帯ごとに定められた限度額まで
の支払いとなります。
現在、限度額適用認定証などの交付を受けている

方の有効期限は７月31日（月）です。
８月以降も利用する場合は、市民窓口グループで

更新手続きをしてください。
持ち物　国民健康保険被保険者証、印鑑、交付済み
の限度額認定証（更新の方のみ）、マイナンバー
のわかるもの、顔写真付きの身分証明書

※国民健康保険税の滞納がある世帯には、交付でき
ません。

※交付には、世帯主と国保加入者の平成28年中の
所得の申告が必要です。

高齢受給者証・限度額適用認定証などの更新時期です国民健康保険

８月１日（火）から後期高齢者医療被保険者証が新しくなります

有効期限は７月３１日（月）です

８月１日（火）から変わります

現在、使用している「青色」の保険証の有効期限は、７月31日（月）です。
８月１日（火）からは、住所地に郵送される「オレンジ色」の保険証を使用してください。

手続きが必要です
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お し ら せ

「居宅介護支援券」は、在宅での日常生活および介護予防、要介護状態などの軽減・悪化の防止を支援す
るためのものです。
利用できるサービス
・介護用品（紙パンツ、尿とりパット）
・口腔ケア介護用品（商品名に口腔ケアおよび介護用と明記されているものにかぎる）
・褥瘡処置のための用品（ガーゼ・フィルム材・固定用テープ）
・市内介護予防拠点施設（宅老所・IT工房くりっく・あかおにどん）の利用料
※ただし、昼食代および材料費は除く。
・理容美容サービス
・社会福祉協議会の移送サービス、家事援助サービス
・シルバー人材センターの家事援助事業
・いきいき号乗車チケットの購入
・寝具洗濯乾燥サービス
対象者　
・介護保険の要介護・要支援の認定を受けている方
・介護予防・生活支援サービス事業対象者
※ただし、介護保険施設（特別養護老人ホーム・老人保健施設・療養型病床）や養護老人ホームまたは病
院に３か月以上入所・入院している方は対象になりません。

※対象となる方には７月中旬に申請書を送付します。
申請に必要なもの
・申請書、自己負担分費用（「介護保険負担割合証」に記載されている負担割合となります。）
利用期間　８月１日（火）～平成３０年３月３１日（土）

居宅介護支援券の申請受付が始まります

介護サービスの利用者負担には、月々の負担の上限額があり、上限額を超えた場合は、「高額介護サービ
ス費」が支給されます。８月から次のとおり変わりますので、お知らせします。
■所得別自己負担限度額（月額）

＊「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、
「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。
※１ 世帯内に課税所得１４５万円以上の被保険者がいる場合であって、世帯年収５２０万円以上（単身世帯の場

合は３８３万円以上）
※２ １割負担の方のみの世帯の場合は、年間上限額は４４万６，４００円（１か月あたり３７，２００円）となります。

【平成２９年８月～平成３２年７月】

高額介護サービス費の自己負担限度額が変わります

申込・問合せ先　いきいき広場内介護保険・障がいグループ　☎52－9871

問合せ先　いきいき広場内介護保険・障がいグループ　☎52－9871

８月１日（火）より利用開始

介護保険サービスを利用している方へ

じょくそう

生活保護を受給している方など

所得区分

・老齢福祉年金を受給している方
・前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合
計が年間80万円以下の方など

現役並み所得者に相当※１する方がいる世帯の方
世帯内のどなたかが市民税を課税されている方
世帯の全員が市民税を課税されていない方

４４，４００円（世帯）

１５，０００円（個人）

３７，２００円（世帯）

見直し前（７月まで）

２４，６００円（世帯）

２４，６００円（世帯）
１５，０００円（個人）

変更なし

変更なし

変更なし

４４，４００円（世帯）※２

見直し後（８月から）
変更なし
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